
○高石市就学援助費支給規則

昭和59年３月31日

教育委員会規則第１号

改正 昭和62年３月26日教委規則第４号

平成13年３月５日教委規則第４号

平成15年３月６日教委規則第３号

平成19年３月５日教委規則第５号

平成20年３月４日教委規則第６号

平成23年７月13日教委規則第３号

平成28年３月17日教委規則第２号

高石市就学援助費給付規則（昭和52年高石市教育委員会規則第５号）の全部を改正する。

（目的）

第１条 この規則は、学校教育法（昭和22年法律第26号）第19条及び第49条の規定に基づ

き経済的理由によつて就学困難と認められる児童及び生徒の保護者に対して、就学援助

費（以下「援助費」という。）を支給し、もつて義務教育の円滑な実施に資することを

目的とする。

（平20規６・一改）

（受給対象者）

第２条 援助費の支給を受けることができる者は、高石市の区域内に住所を有し、高石市

立小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者のうち、次の各号のいずれかに該

当する者とする。

（1） 生活保護法（昭和25年法律第144号）に基づき生活保護を受けている者

（2） 世帯員全員の前年中の所得額を合算した額が高石市教育委員会（以下「教育委員

会」という。）の定める所得基準額を超えていない者

（3） その他教育委員会が特に就学援助を必要と認めた者

（平13規４・平20規６・一改）

（援助費の種類及び支給額）

第３条 援助費の種類は、次の各号に掲げるものとし、毎年度文部科学大臣の定める額を

基準として予算の範囲内において支給するものとする。ただし、生活保護法第13条に規

定する教育扶助を受けている者については、援助費を重複して支給しない。

（1） 学用品費

（2） 通学用品費

（3） 校外活動費

（4） 学校給食費

（5） 新入学児童生徒学用品費

（6） 修学旅行費

（7） 医療費（学校保健安全法施行令（昭和33年政令第174号）第８条に定める疾病に

係るものに限る。）



（8） 日本スポーツ振興センター共済掛金

（平13規４・平15規３・平20規６・平23規３・一改）

（申請）

第４条 援助費を受給しようとする保護者（第２条第１号に該当する者は除く。）は、毎

年度就学援助費受給申請書（様式第１号）により教育委員会に申請しなければならない。

ただし、前年中の所得額を確認できない場合は、所得証明書等前年中の所得額を証明す

る書類を添付しなければならない。

２ 第２条第１号に該当する者は、口座振替依頼書（様式第２号）を提出しなければなら

ない。

（平13規４・全改、平20規６・平28規２・一改）

（決定）

第５条 教育委員会は、前条の規定による申請があつたときは、速やかに支給の適否を決

定するものとする。この場合において、教育委員会が必要と認めるときは、学校長及び

民生委員の意見を求めるものとする。

（平13規４・一改）

（通知）

第６条 教育委員会は、支給を決定した者のうち第４条第１項の規定に基づき申請した保

護者には就学援助費支給決定通知書（様式第３号）により、同条第２項の規定に基づき

申請した保護者には就学援助費支給決定通知書（様式第４号）により、不支給を決定し

た者には就学援助費不支給決定通知書（様式第５号）により通知するものとする。

（平13規４・全改）

（支給決定の取消し）

第７条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、援助費の支給決定を取り

消すことができる。

（1） 第２条の規定に該当しなくなつたとき。

（2） その他教育委員会が支給する必要がないと認めたとき。

（平13規４・一改）

（支給期間）

第８条 援助費の支給は、第４条の規定による申請があつた日の属する月から始め、支給

すべき事由が消滅した日の属する月又は３月のいずれか早い月をもつて終るものとする。

（支給方法及び支給時期）

第９条 援助費は、保護者の申し出に基づき、口座振替払又は現金払により、おおむね10

月及び３月に支給する。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、別に支給方法及び

支給時期を定めることができる。

（平13規４・一改）

（届出義務）



第１０条 援助費の支給を受けている保護者は、住所、氏名又は預金口座の名義若しくは

番号その他教育委員会が定める事項に変更があつた場合は、速やかに教育委員会に届け

出なければならない。

（平13規４・一改）

（委任）

第１１条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、教育長

が別に定める。

附 則

この規則は、昭和59年４月１日から施行する。

附 則（昭和62年３月26日教委規則第４号）

この規則は、昭和62年４月１日から施行する。

附 則（平成13年３月５日教委規則第４号）

この規則は、平成13年４月１日から施行する。

附 則（平成15年３月６日教委規則第３号）

この規則は、平成15年４月１日から施行する。

附 則（平成19年３月５日教委規則第５号）

この規則は、平成19年４月１日から施行する。

附 則（平成20年３月４日教委規則第６号）

この規則は、平成20年４月１日から施行する。

附 則（平成23年７月13日教委規則第３号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成28年３月17日教委規則第２号）

この規則は、平成28年４月１日から施行する。













様式第１号（第４条関係）

（平20規６・平28規２・全改）

様式第２号（第４条関係）

（平13規４・全改、平19規５・一改）

様式第３号（第６条関係）

（平15規３・平20規６・平23規３・全改）

様式第４号（第６条関係）

（平15規３・平20規６・平23規３・全改）

様式第５号（第６条関係）

（平13規４・追加）


